
港
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
案
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
期
末
手
当
の
減
額
） 

（
期
末
手
当
の
減
額
） 

第
四
条 

六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い

う
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
議

員
報
酬
が
減
額
支
給
さ
れ
た
月
が
あ
る
場
合
の
期
末
手
当
は
、
当
該
議
員
の
期

末
手
当
か
ら
、
欠
席
期
間
に
応
じ
て
、
当
該
議
員
の
期
末
手
当
に
同
条
第
一
項

の
表
に
定
め
る
減
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

第
四
条 

三
月
一
日
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
れ
ら
の
日
を
「
基

準
日
」
と
い
う
。
）
の
前
三
月
以
内
の
期
間
（
基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る

と
き
は
、
同
日
前
六
月
以
内
の
期
間
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

い
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
議
員
報
酬
が
減
額
支
給
さ
れ
た
月
が
あ
る
場
合
の

期
末
手
当
は
、
当
該
議
員
の
期
末
手
当
か
ら
、
欠
席
期
間
に
応
じ
て
、
当
該
議

員
の
期
末
手
当
に
同
条
第
一
項
の
表
に
定
め
る
減
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

を
減
じ
た
額
と
す
る
。 

２ 

基
準
日
の
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の
減
額
の
割
合
が
異

な
る
場
合
は
、
減
額
の
割
合
の
高
い
方
の
割
合
を
適
用
す
る
。 

２ 

基
準
日
の
前
三
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
議
員
報
酬
の
減
額
の
割
合
が
異

な
る
場
合
は
、
減
額
の
割
合
の
高
い
方
の
割
合
を
適
用
す
る
。 

 
 

（
後
略
） 
（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



２ 

令
和
五
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後

の
港
区
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
四
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
六
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
三
月
」
と
す
る
。 

 

 
 

 


